
「企業における内部続翻の大綱J
発表時における会討制麗の考察

1.はじめに

旗本 (2008)にて、管理会計システムとして

の内部統制の導入時における議論を検討した。

詳縮は省くが、 1951年 7月に通商産業省産業

合理化審議会から「企業における内部統制の大

綱J(以下、「大綱J) が、そして翌年 11月に手

続要領として「内部統制の実施に関する手続要

領J(以下、「手続要領J)が発表された。「大綱」

が発表された年の 10月には、日本会計研究学

会関東部会で円卓討論会のテーマとして、この

「大綱jが議論された。議論の速記録は尽本会

計研究学会関東部会 (1951)なる文献として一

部利用可能で、あるiJ'(1)。そこでは、テーマ名か

らも明らかであるが、 1950年に公表された「監

査基準jとの相違が開題視されたのである。「監

査基準J設定側の岩田氏は次のように述べてい

る(前掲論文、 73頁)a(2)o 

「今問題になっている内部統制という言葉

の解釈ですが、『監査基準Jそして会許制

度の中で使っている内部統制という言葉の

内容と、それからこの f大綱Jの中で使わ

れている内部統制という言葉との間には非

常に相違があるのです。…・ぃ我々が考えて

いる内部統制はインターナル・チェック・

システム或いはアカウンテイング・コント

ロール・システムを重視しています。」

また、外部監査の導入との関連で、次のよう

な指摘(前掲論文、 73頁)も興味深い。

「……f大綱jの意味における内部統制組織、

いい換えれば、バジェタリー・コントロー

ルやスタンダード・コスト・コントロール

を持っている内部統制組織が監査の受入体

制として必要であるという意味に読み取れ

るO ……監査基準の考えている内容はそこ

までは要求していない。予算統制などの導

入は望ましいし、そういうものがあれば、

非常に結構なことに違いないが、しかしな

くても外部監査の受入体制としては卜分で

あるというように考えている。J

内部統制組織の整備運毘状況が外部監査にお

いて重要で、あるのは、監査手続として原期は精

査ではなく試査によるからであるo 1950年に

公表された「監査実施準則、監査手続の選択及

び適用、ニ 監査手続の適用、二」では、次の

ように述べられている。
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「試査の範臨は、会社の内部統制の信頼性

の程度に応じ、適当にこれを決定する O 内

部統制の信頼性を確かめるためには、その

実施規定を検閲して組織を理解するばかり

でなく、担当者に対・して度接に説明を求め、

又は監査入自ら会計記録について試査を行

い、この組織が実際上有効に運用されてい

る程度を調査する O 内部統制組織がよく整

備運営されている会社に対しては、これを

信頼して試査の範囲を縮小することができ

るO 然しながらその組織が完全で、なく、又

効果が十分に認められない場合には、それ

に応じて試査の範囲を拡大しなければなら

ない。従って場合によっては精査を必要と

することもあり得る O

個別監査手続を適用する時期、範聞及び

方法については、監査人が会社の内部統制

の信頼性の稜度及びその他の事情に応じ、

正当の注意をもってこれを決定するものと

する。J

確かに外部監査を導入しようとしていた時期

に、重要な概念ないしシステムが他の分野で異

なる意味を持っているのでは、実務界に混乱を

招く恐れがある o i監査基準jの前文では、監

査基準を設定する理由の 1つとして、監査実務

を未経験な日本社会で制度として根付かせるた

めに、公表するとしている O 岩田 (1950)が次

のように述べている (3頁)のも、監査制度の

健全な導入を成功させたいがためである O

「我が閣においては、監査についてこの種

の基準なりが公式に設定されたのは、これ

が初めてのことであって、先例すべきもの

がないばかりでなく、監査実務に関する経

験にも乏ししまた学時上の研究において

も未だ必ずしも十分ではない。そこで先進

諸外国の制度、特に監査の最も発達した米
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国の例をとって、その範とせざるを得なか

ったのである O 従って今闘の監査基準及び

準則には、形式にも内容にも不備不完全な

点が少なくないであろうし、また監査の実

務に停い、我が国の実i育に磁わないところ

が多く発見されることであろうと思う O 今

後一般の批判を乞うて逐次改正を加え出来

るだけ適正なものにすることが必要であ

るO 今回、中関報告の形式を以て発表した

理由もここにあるのであって、忌'障なき叱

正とともに建設的な助言を与えられるなら

ば、幸これに過ぎるものはない。」

さて、旗本 (2007)では、管理会計システム

としてのコントローラー制度の導入という観点

で、学界および実務界での議論を検討した。し

かしながら、実務界での議論も、当時の金業に

おける環境、特に経営管理環境を明示したうえ

での検討で、はなかった。本稿では、外部監査と

は区別される内部監査を実施している企業の実

務家の論文に注目し、「監査基準」と「企業会

計における内部統制の大綱」の発表当時の経営

管理環境を検討する O これにより、 1951年の

日本会計研究学会関東部会での円卓討官命テーマ

の重要性を再認識することができょう O そのよ

うな検討-を通じて、当時の学界人の貢献を正し

く評価できょう O

2. 大規模鉱業企業の事例

吉永 (1950)は、「監査基準jの特集号とし

て組まれた『産業経理J第 10巻第 9号に掲載

された実務家による論文である注(3)0 証券取引

法が改正され、公認会許士による外部監査が義

務づけられ、「此の事は白から企業に於ける監

査に対するー殻の認識を深めると共に更に内部

監査の重要性について一段と関心を高めJ(吉永



1950、32真)たとして、内部監査制度について

一般的な状況と日本鉱業株式会社での状況を整

理している O まず、「内部監査制度を有すると

ころの上場会社に於ては監査役は明らかに証券

取引法による公認会計士と内部監査機関との中

間的な存在となって、その存在意義が問題視さ

れるJ(前掲論文、 33真)が、監査役について

は法律によって規定された機関であるから、考

察範密からは除外している O

そこで、内部監査について、外部監査の前提

としての内部監査を、「当然本来の経理的事項

即ちその集約的表現たる財務諸表と、是につな

がる一連の会許記録を対象とするもので、謂わ

ば狭義の内部監査と言うべきものであって是は

本来の内部監査の一面に過ぎないJ(前掲論文、

33頁)として区別し、本来の内部監資とは、「謂

うまでもなく経営の監査と言う事であって、そ

の目的は企業の経済性の昂揚にあるJ(前揚論

文、 33頁)と述べている。そして、「会計監査

を基盤としたところの経営監査こそ内部監査の

採る可き態度で、あって、会計監査を重んじつつ

経営監査を行うところの内部監査こそが自由経

済時代に於ける大企業にとって特に必要で、あ

るJと、大規模上場企業での内部監査の機能を

まとめているO

次いで、この内部監査機能を組織内のいかな

る部門が担当するのかを検討している O 一般的

には監査部として独立した職制とするのか、あ

るいは経理部の中の監査課とするのかの 2種類

があるとしている O 前者の職制では、「理想的

な権威ある監査J(前掲論文、 33頁)を実行す

るためには、「社長又は専務取締役出川こ重属せ

しめる以外にはないであろう J(前掲論文、33頁)

が、この職制に対しては、次のように述べて消

極的である O

「今後経営は合理化と共に民主化を必要と

する。その運営は各職能部門が自覚的存在

とならねばならない。このコントローラ一

帯IJi主(5)に対し筆者は若干の懸念を有するも

のである。J(前掲論文、 33頁)

後者の職制、つまり経理部の中に監査課を設

け、内部監査機能を果たすという方法について

は、積極的に評価しているO 次のように述べる

治宝ごとくである。

「経理的数字を縦横に駆使することに依っ

て経営の実体を把指し経営上の欠陥を発見

して経済性昂揚の指針となす事こそ経営監

査の最大の使命であるから、此の使命を最

も達成し易い様にする事が実際上必要であ

るO 即ち経理上の数字を最も把握しやすい

立場におく事が必要であって、その為には

矢張り経理部内におく方が最もその目的に

副い易いであらう。J(前掲論文、 34頁)

また、この場合、経理自身に対する狭義の監

査が不可能となる考え方に対しては、次のよう

に述べて問題にならないとしている。

f……元々内部監査は是を如何なる部門が

行ふにしても所詮は自己監査であって外部

監査は別途に存在するものであるから、内

部監査たる限り第三者に対する(監査:ヲi

用者注)証明の如何は問題とならない。謂

わば内部監査は企業の自己反省であるか

ら、要はそれが最も行い易い立場にある職

制に依って行ふ事が現実的であり効果的で

あらう。J(前掲論文、 34頁)

論文の後半では、金属鉱業という業種の特殊

性について、 10項目を指摘したうえで、日本

鉱業株式会社注(引における内部監査の現状を記

述しているO ちなみに 10項目を要約すると、

次のようである(前掲論文、 34-35頁)。

1.鉱山では埋蔵鉱最と含有金属品位の良

否が経営上根本となる O
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2. 操業する各鉱業所は地理的に分散し、

輸送の管理と経理の統一確保が重要であ

るO

3. 出鉱量を補うために探鉱が不可欠であ

るので、探鉱の業績も重視しなければな

らない0

4. 原価構成上労務費の比率が高いので、

機械化をはかるほか、監督者が監督でき

ない坑内作業者について適切な賃金形態

をとらなければならない。

5. 生産に携わる抗内人員と直接には携わ

らない抗外人員の比率が原髄低減上重要

である O

6. 鉱山の地理的環境のため、福利施設が

多く必要で、あるので、合理的な運営と鉱

業所開での均衡を図らなければならな

しミ。

7. 工作部門や運搬部門のような補助経営

部門が相対的に多いので、その合理的な

運営をしなければならない。

8. 鉱石に含まれる有償金属をもれなく回

収する事が利益獲得において重要であ

る。

9. 生産品の数量を測定しにくいので、棚

卸では十分留意しなければならない。

10.輸送によるロスが多いので、精錬所側

での受入量を常にチェックしなければな

らない。

日本鉱業株式会社の内部監査は、経理部に設

けられた監査課が担当し、その業務内容は、次

の通りであるという(前掲論文、 35頁)。

ド各事業所および出張所の経理および経営

の審査

・請負工事および物品売買等に基づく債権

および債務の審査

-調査統計および経理事項の研究J
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これらのうち、 l番目の業務が代表的なもの

であろうが、次のように詳細に説明している O

f……全国に散在する約 40箆所の事業所、

出張所の現地監査を行ふのであるが、事業

所の数の多い事と交通不便の鉱山である為

に余程能率的にやらねばならぬので一方に

於て経理上の詳細な内容を持つ質問事項に

依って書面監査を実施しその成績並に前

回の現地監査の際の成績を考慮して重点的

に被監査笛所を選定し現地監査を行ってい

るO その場合必要に応、じ会計課、財務課、

出納課からの応援を求めているが、 i奇じ経

理部である為極めて円滑に行われている O

監査の態度としては決して欠点を暴く事を

以て目的とせず、指摘された欠点の矯正指

導に依って経理事務の整備向上を期する事

を目的としている O 従って監査実施の約

1ヶ月前に当該笛所に対して日時等を連絡

すると共に詳細な監査資料の作成を命じ、

監査当日はその資料に基づいて監査を進め

て行く為に監査は頗る迅速立効果的である

のみならず、その監査資料を作成する事に

依って自ずから整理が促進されるので既に

監査目的は或程度達せられた事になるので

ある。J(前掲論文、 35頁)

内部監査は予算統制の実施が重要であり、「経

営者が監査の結果を尊重しそれを積極的に取上

げる熱意さえあれば内部監査は必ず本来の使命

を果たしうるであらう J(前掲論文、 34頁)と、

大企業の内部監査を外部監査と対比させて述べ

ている O 予算統制については、次のように説明

して経営監査の一環である事を強調している O

「特に経営監査の大きな内容として予算統

制の問題がある。予算統制の実施は経営監

査の最も有効な手段であって、是は絶対に

行はねばならないのであるが、予算統制は



決算と審接な関係にあり、予算統制を行ふ

事に依って決算は企業の経済性昂揚に活用

され得る関係にあるから、監査部門は決算

書の作成部門たる経理部門と密接な関係に

あるのである。J(前掲論文、 34頁)

この予算統制については、日本鉱業株式会社

での予算制度を説明する形で論文を終えてい

るO 説明自体は簡略なものであるが、予算は営

業予算、建設予算と資金予算に分かれ、営業予

算と資金予算は上半期分と下半期分が、建設予

算は 1年分が作成され、予算審議会を経て編成

されている O 特に建設予算では埋歳鉱量と建設

費について、「建設費を埋蔵鉱量:の存続期間中

に完全に償却し得るだけの収益をあげる事が絶

対-の要件i主(7)で、あり、之が審査の為係員並に関

係各部課長を以て構成する建設予算審議会を設

置してj編成しているという(前掲論文、36頁)。

以上、吉永(1950)を検討したが、控史もあ

る大規模企業における内部監査、特に経営監査

は、予算統制を機能させるための監査と言って

もよかろう。

3. 内部監査人の事例

村野(1950)は吉永(1950)と同じく、 f産業経理J

の監査基準特集号に掲載された実務家出8)の論

文であるO 外部監査人と内部監査人の区別が公

認会計士による外部監査の義務づけにより生ま

れ、両者に対する期待が異なることを次のよう

に述べている O

「然し、公認会計士と内部監査人に就ては、

各々異る職責技能を有するものである O 公

認会計士は本質的には、公認会計士法第 2

条第 1項の職務を行う限り、主として債権

者投資家保護の立場に立つのに対し、内部

監査入は経営自体の育成なる立場に立つ。

前者は国民経済の維持発展に役立ち、後者

は偶5J1J経済の維持発展を眼目とする。

個別経済の立場に立っとき、企業が問時

に国民経済の一環として立つものなる以

上、債権者投資家保護の立法精神にも頗応

すべきは当然であるが、自己保全と発震の

為には那個の立場から、経営成績向上の為

に、外部監査から期待し得ぬ経営独自の要

請たる、即ち、知何にして、経営の実態を

把握し、経営内部の不正誤謬を発見予防す

べきか、如何に変転する経済界の情勢に処

して経営処理、経営活動を営むべきや等の

方策に隠する資料と助言を、経営内部の組

織に期待しなければならぬ。J(前掲論文、

37頁)

そして、内部監査を遂仔する適格者は、原価

計算担当者であるかもしれないが、「工場から

不轄独立のものとする為に、本社の社長又はコ

ントローラー直属の機関たらしめる必要が窓に

生ずる。或いは報告の作成者は工場長の直属と

するとしても、別個に本社に在籍する者をして

その報告の真正適否を判定する者を設置する必

要がある Oこれは本社の経理担当者たるよりも、

絶えず工場組織の各般と接触し、熟知して居る

者をして当たらせるのが適切である O 内部監査

人是である。J(前掲論文、 38頁)と述べ、内部

監査人の適性を論じている O

また、内部監査は内部監査報告書の作成が重

要となるが、その書き方は「微妙Jであるとし

て、次のようにいう。

1(1) 被監査人に反感を起さしめず、両も

向上に向わしめる様な鼓舞的効果が望まし

い。不正・誤謬をせめて内部監査の効果を

社長・コントローラーに印象づけるに急、な

余り、喧嘩腰で刺激的な言葉、例えば『経

理的素養の欠如jr明白な間違.1r時間の空
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費.1r不注意j等の文句は避け、反対の意

味になる言葉の打消、例えば、 f時間の空

費Jの代りに r......も少し・…ーすれば時開

を有効に使える.10 r明白な関連jの代りに

『正しいとは言えない.10 r不注意jの代り

に『……に住意したら……を防止し得たと

思われるj等の用語が工夫されるべきであ

るO

(2) 監査報告書を読む社長・コントロー

ラーには序論から結論迄の長々しい叙述は

避け、多忙な人でも簡潔に知り得る様、例

えば濡れタオルを絞る様にエッセンスだ

けを効果的に記述しなければならぬO 監

査ペーパーは如何に詳細にわたるともよい

が、社長・コントローラーには最小限の簡

潔さが必要である。監査報告書は学術論文

ではなく企業の疾患に対する診断書と処方

筆であれば足りる。J(前掲論文、 41頁)

このように内部監査報告書を工夫して作成し

た後も、被監査鱒に対する配慮を意見書に求め

ている O 内部監査報告書に対して被監査傑が意

見書を提出するのは、 f裁判所に於ける上告の

機会提供J(前掲論文、 41頁)に相当し、一方

的な監査にならないようにすることが望ましい

としている O 村野(1950)の検討から、内部監

査報告書がPDCAサイクルの Checkに相当す

るといえるのではないだろうか。

4. 内部監査に関する学界人の反応

本節では、 f産業経理.11953年 l月号の内部

監査制度特集で掲載された論文のうち、松本

(1953) と久保田(1953) を取り上げよう O 松本

はこの年に公表される「手続要領jの作成者の

1人であった。松本(1953)では、 f手続要領」

に理論的基礎を与えたのは、米国の内部監査係

28 (旗本智之)

協会が 1947年に公表した意見書「内部監査係

の責任」であったとし、この意見書と「手続要

領」の構想、を説明している(前掲論文、 49頁)。

意見書が公表されたのは、次のような経緯から

であった。

「アメリカにおいては、 1930年代の中頃(ヲ|

用者注:職業的監査人による強制監査を受け

ることになった時期を指す)から内部監査制

度が一般企業に広く普及し始め、特に第二

次大戦後内部統制制度の再建にあたり、そ

の重要性が一般に認められてきた。しかし、

このようにこの鰐度の発展が新しい事実

であり、また急、速に行われたために、各企

業の実施している内部監査の内容が様々で

あった。このために、これに対し何らかの

基準を示す必要が一般に痛感されてきた。J

(前掲論文、 49真)

意見書は米国において強制監査を受けるこ

とになってから 10年以上を経過してから公表

されたのに対し、「手続要領jはまだ強制監査

が実施されていない日本の状況注(9)を反映して、

意見書では記載されなかったことが記述されて

いるO 松本(1953)で説明されているのは、監

査手続、内部監査課と職業的監査人の関係およ

び内部監査係と監査される部課の経営管理者と

の協力関係で、ある O

久保田(1953) は、内部監査の現状を把握す

るために、内部監査の変容ぶりを検討してい

るO まず、呂本の大企業の中には名称は異なっ

ていたかもしれないが、 1942年の「工場内部

監査制度ノ参考」の発表以来、内部監査制度を

確立し、運用していた企業があったとしている

(前掲論文、 59頁)。その後、監査基準が制定さ

れ、内部牽制組織と内部監査組織からなる内部

統制組織を外部による貯務監査の受入体制とし

て前提条件としたとき、「内部監査の問題は内



部統制組織という形で、財務監査との関連につ

いての問題をも監査理論から考察せねばならな

くなってきたJ(前掲論文、 59頁)と指摘する。

しかるに、そのような状況にあって f大綱jが

発表され、財務監査の受入体制を超える内部統

制組織が必要であると理解され、内部統制に関

する議論が生じた。こうした状況を理解する上

で、「もともと内部牽鰐の問題を含めた意味の

内部監査の生成と発展の跡をみると、外部監査

とは密接なる関係のあったのが見逃せないので

ある O しかるに、外部監査の方も、米国にいっ

て貸借対照表監査または信用監査が主流にな

り、それが更に財務監査が主流になるという発

展の過程を辿っているうちに、本来密接な関係

にあったのが、順次にその性格を異にするよう

になり、果ては現今のコントローラー、インター

ナル・コントロール、 トッフ0 ・マネヂメントと

いう一連の関係のなかに摂取されて本来の関係

の姿を沼失してしまったと筆者は考えている。」

と述べている(前掲論文、 60頁)。そして、米

国およびドイツの文献および裁判事例などを検

討した後、「端的にいえば、今日、内部牽制組

織並びに内部監査組織といわれるものには、前

者は外部監査の領域から遊離し、後者は内部監

査組織のできることによって外部監査の問題と

すべきでないものを素甚な形にして取り戻した

ものであるoJ(前掲論文、63-64頁)と分析する。

この経緯が、米国から日本が監査基準を踏襲し

たときに、 E言、されたままになっていると久保田

氏は主張する O その上でJ外部監査が『社会的j

監査制度に発展し、内部監査は内部統制組織と

して『経営の純粋内面目的jをもっ制度のなか

に含められて発展して行くようになり、両者の

距りは形の上のみならず、質的にも大きくなっ

て来たJ(前掲論文、 64頁)と結論づけている。

つまり、内部監査と外部監査は異質なものとし

て理解すべきであり、並行して進展していくと

考えるべきなのであろう O

5. おわりに

本稿では、 1950年発表の「監査基準Jと

1951年発表の「大綱」において、内部統制組

織をめぐって、学界で大きく議論された事実を

重視し、当時の企業の経営環境のなかで何が論

点であったのかを、若干の文献を検討して薙認

しようとした。実務においては、先端企業で

あった日本鉱業株式会社の事例では、内部統制

が経営監査を主眼としており、その手段として

予算統制に注目していたことを確認した。また、

当時求められていると実務界で意識されていた

内部監査の姿には、内部監査報告書の機能が、

PDCAという経営過程論でいうところの改善

措置を促すために果たすチェック機能としてあ

たかも理解されていたと理解した。「大綱Jの

公表後、 1953年には「手続要領Jが公表され

たが、その時期に内部監査制度が議論された。

「手続要領jを作成した松本氏は、日本の当時

の経営環境を前提にして、「意見書Jを理論的

基礎とした。その理論的基礎は、内部監査と外

部監査の距離が形の上のみならず、質的にも大

きくなってきた状況で形成されたことを久保田

氏が傍証してくれた。

1950年から 1953年という極めて短い期間で

の我が閏での議論を検討したが、外部監査はい

よいよ実施が近づいており、大企業の経営管理

は管理会計の体系化を必要としはじめた時期で

あったと言えるかもしれない。厳密な検証は今

後の課題としたい。

注(1) フロアの参加者は不明で、あるが、出席者は太田

哲三(座長)、古川栄一、野田信夫、岩田巌および松

本雅男である。残念ながら、編集部が「紙幅の都合上、
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速記を思い切ってカットJ(百本会計研究学会関東部

会、 1951、77頁)している O

注(2) これ以降の引用において、!日漢字は新漢字に、

i英数字はアラビア数字に置き換えるが、ひらがなと

カタカナは原文のままとしている。

注(3) 執筆者の古永実雄氏は明治 39年生まれで、論文

執筆当時、日本鉱業株式会社で経理部長を務めていた。

注(4) 吉永 (1950)では、 1950年に改正される前の商

法での機関構成を念頭に置いている O 江頭 (2006)

では、 11日商法は、株式会社につき、株主総会におい

て取締役および監査役を選任する機関構成をとった。

この形は、明治 32年の現行商法にも基本的に受け

継がれたが、明治の後半には、公開型のタイプの会

社の取締役から非常勤の社外取締役が徐々に消滅し、

社長一専務取締役…(平)取締役という階層組織が取

締役の中に定着した。J(285頁)と記述されている O

それ故、ここでは、校長又は専務取締役をトップマ

ネジメントと理解すればよい。

注(5) トップマネジメントに車総させる、経営監査ま

で行う獄資部門ということでコントローラー制とい

う表現をとっていると理解すべきである。

注(6) 同社は 1929年に B本産業株式会社の鉱山・精錬

部門が独立して設立された会社であり、現在、日鉱

金属株式会社として新日鉱グループの主要企業であ

る(新日鉱ホールデイングス株式会社、 2009)0鉱

山事業は 1905年に買収した臼立鉱山で操業を始め、

1908年には精錬事業も始めている O 目立鉱山は 1910

年には臼本の聞大鉱山の 1つに数えられた(日鉱金

属株式会社、 2010)0 

注(7) この記述から、資本コストの匝i況を考慮して投

資の意思決定を行っていた事を類推できるが、事実、

間社では資本コストの回収を考慮した評価技法を

{吏っていた。この点については、当時、日本鉱業株

式会社の経理部に勤務していた奥村誠次郎氏の論文

(1957年と 1962年)および旗本 (2007) を参照され

たい。

注倒 産業経理は執筆者紹介を付ふけるのが普通である

が、「筆者は、某社の幹部社員であり、且、本年度公

認会計士特別試験合格者の一人で、あるが筆者の希望

により、執筆者紹介を省略した。」との記述が村野

(1950) でなさ~'-ている。

注(9) 証券取引法により外部監査が強制されたが、正

規の監査が実施されたのは 1957年であった(渡辺

30 (旗本智之)

2007、207頁)。
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